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(57)【要約】
【課題】高さ方向の寸法が大きくても、コンパクトに折
り畳むことができる折畳式コンテナを提供する。
【解決手段】底盤１、基本部材２、一対の側壁部材３及
び上部フレーム５から構成され、基本部材２には、前面
板２２及び後面板２３に下端から上端へかけて下山折線
２５ａ、下谷折線２５ｂ、中山折線２５ｃ、上谷折線２
５ｄ及び上山折線２５ｅが入れられ、側壁部材３には、
上部に上山折線３４が入れられたものとし、底盤１に基
本部材２を固着して、基本部材２、側壁部材３及び蓋４
を上部フレーム５に取り付ける。これにより、組立状態
では、前面板２２及び後面板２３が折れ曲がることなく
直立すると共に、一対の側面板３１が上部フレーム５か
ら垂下し、折畳状態では、一対の側壁部材３の側面板３
１が跳ね上げられ、前面板２２及び後面板２３が屏風状
に内側へ折り曲げられるようにする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底面板(11)を有する底盤(1)と、底敷板(21)を挟んで前面板(22)及び後面板(23)が連な
る基本部材(2)と、側面板(31)を有する一対の側壁部材(3)と、四角形枠をなす上部フレー
ム(5)とから構成される折畳式コンテナであって、
　基本部材(2)には、前面板(22)及び後面板(23)に下端から上端へかけて下山折線(25a)、
下谷折線(25b)、中山折線(25c)、上谷折線(25d)及び上山折線(25e)が入れられ、側壁部材
(3)には、上部に上山折線(34)が入れられ、
　底面板(11)の上面に底敷板(21)が重ね合わされて固着され、基本部材(2)が前面板(22)
及び後面板(23)の上方部分で上部フレーム(5)に取り付けられ、一対の側壁部材(3)が側面
板(31)の上方部分で上部フレーム(5)に取り付けられ、
　組立状態では、前面板(22)及び後面板(23)が折れ曲がることなく直立し、一対の側面板
(31)が上部フレーム(5)から垂下して、前面板(22)及び後面板(23)の内面間に挟まれ、
　折畳状態では、一対の側面板(31)が上山折線(34)を軸として内側へ折り曲げられること
により跳ね上げられ、前面板(22)及び後面板(23)が下山折線(25a)、下谷折線(25b)、中山
折線(25c)、上谷折線(25d)及び上山折線(25e)を軸として屏風状に内側へ折り曲げられる
ことを特徴とする折畳式コンテナ。
【請求項２】
　前記側壁部材(3)の側面板(31)の両側には、Ｌ字型断面の補強部材(36)の取付片(36a)が
取り付けられ、補強部材(36)の迫出片(36b)が取付片(36a)から直角に迫り出し、
　組立状態では、一対の側面板(31)の補強部材(36)の迫出片(36b)が、前面板(22)及び後
面板(23)の内面に下谷折線(25b)の下方から上谷折線(25d)の上方へかけて沿うことを特徴
とする請求項１に記載の折畳式コンテナ。
【請求項３】
　前記側壁部材(3)の側面板(31)の両側には、高さ方向の中央部に可撓性の保持片(60)が
張り出すように取り付けられ、保持片(60)の張出部分の内面と前面板(22)及び後面板(23)
の外面の中山折線(25c)を挟んだ部分とに面ファスナ(61a)が設けられ、
　組立状態では、側面板(31)の両側から保持片(60)の張出部分が折り曲げられ、前面板(2
2)及び後面板(23)の外面の中山折線(25c)を挟んだ部分に面ファスナ(61a)で固定されるこ
とを特徴とする請求項１又は２に記載の折畳式コンテナ。
【請求項４】
　前記上部フレーム(5)に周縁形状が対応した天面板(41)を有する蓋(4)を備え、蓋(4)に
は、天面板(41)の前端に前フラップ(43)が前折線(46)を介して折曲自在に連設され、
　蓋(4)は、天面板(41)の後方部分で上部フレーム(5)に揺動自在に取り付けられ、
　組立状態では、蓋(4)が閉じられて、前フラップ(43)が前折線(46)を軸として下方へ折
り曲げられ、前フラップ(43)の錠受挿通穴(43a)から錠受具(55)の錠掛部(55b)が突出する
と共に、錠受具(55)の座部(55a)が前フラップ(43)により覆い隠されることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれかに記載の折畳式コンテナ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、宅配物の受け取りや種々の物品の収納に使用され、不用時には嵩張らない
ように折り畳むことができる折畳式コンテナに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　宅配物の受け取りに使用する折畳式コンテナとして、下記特許文献１には、図１１に示
すようなものが記載されている。この折畳式コンテナは、底盤７１、前面板７２、後面板
７３、一対の側面板７４及び蓋７５から構成されている。
【０００３】
　そして、底盤７１と後面板７３、前面板７２と一対の側面板７４、後面板７３と一対の
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側面板７４及び後面板７３と蓋７５がそれぞれ回動自在に連結され、側面板７４が幅方向
の中央部で屈伸自在とされることにより、不用時には折り畳めるようになっている。
【０００４】
　上記のような折畳式コンテナを使用する際には、組立状態として、その内部に宅配物を
収納した後、蓋７５を閉じ、前面板７２の上部の錠挿通穴７２ａと蓋７５の前部の錠挿通
穴７５ａとに錠９１のシャックル９１ａを挿通して、宅配物の盗難を防止する。
【０００５】
　また、図１２に示すような折畳式コンテナも知られている。この折畳式コンテナは、底
盤８１、基本部材８２、一対の側壁部材８３及び上部フレーム８４とから構成され、基本
部材８２の底敷板８５から連なる前面板８６及び後面板８７には、下端から上端へかけて
下山折線８８ａ、中谷折線８８ｂ及び上山折線８８ｃが入れられている。
【０００６】
　この折畳式コンテナの組立状態では、前面板８６及び後面板８７が折れ曲がることなく
直立し、一対の側壁部材８３の側面板８９が上部フレーム８４から垂下して、側面板８９
の両側が前面板８６及び後面板８７の内面に沿うようになっている。なお、段積み時に最
上段となるものを除いて、蓋を設ける必要がないことから、天面は開放されている。
【０００７】
　また、折畳状態では、一対の側面板８９が内側へ跳ね上げられ、前面板８６及び後面板
８７が下山折線８８ａ、中谷折線８８ｂ及び上山折線８８ｃを軸として内側へ重なり合う
ように折り曲げられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】登録実用新案第３０１３６１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、図１１に示す折畳式コンテナでは、高さ寸法を大きく設定すると、折畳
状態での寸法がそれだけ大きくなってしまうという問題がある。
【００１０】
　また、図１２に示す折畳式コンテナでは、折り畳んだ際、前面板８６と後面板８７が組
立状態での高さ寸法Ｈの半分となって中谷折線８８ｂの部分で突き合わされるため、高さ
寸法Ｈを前面板８６と後面板８７の間隔である幅寸法Ｗよりも大きく設定することができ
ないという問題がある。
【００１１】
　そこで、この発明は、高さ方向の寸法が大きくても、コンパクトに折り畳むことができ
る折畳式コンテナを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記のような課題を解決するため、この発明に係る折畳式コンテナは、底面板を有する
底盤と、底敷板を挟んで前面板及び後面板が連なる基本部材と、側面板を有する一対の側
壁部材と、四角形枠をなす上部フレームとから構成され、
　基本部材には、前面板及び後面板に下端から上端へかけて下山折線、下谷折線、中山折
線、上谷折線及び上山折線が入れられ、側壁部材には、上部に上山折線が入れられ、
　底面板の上面に底敷板が重ね合わされて固着され、基本部材が前面板及び後面板の上方
部分で上部フレームに取り付けられ、一対の側壁部材が側面板の上方部分で上部フレーム
に取り付けられ、
　組立状態では、前面板及び後面板が折れ曲がることなく直立し、一対の側面板が上部フ
レームから垂下して、前面板及び後面板の内面間に挟まれ、
　折畳状態では、一対の側面板が上山折線を軸として内側へ折り曲げられることにより跳
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ね上げられ、前面板及び後面板が下山折線、下谷折線、中山折線、上谷折線及び上山折線
を軸として屏風状に内側へ折り曲げられるものとしたのである。
【００１３】
　また、耐圧強度を高めるため、前記側壁部材の側面板の両側には、Ｌ字型断面の補強部
材の取付片が取り付けられ、補強部材の迫出片が取付片から直角に迫り出し、
　組立状態では、一対の側面板の補強部材の迫出片が、前面板及び後面板の内面に下谷折
線の下方から上谷折線の上方へかけて沿うものとしたのである。
【００１４】
　また、保形性向上のため、前記側壁部材の側面板の両側には、高さ方向の中央部に可撓
性の保持片が張り出すように取り付けられ、保持片の張出部分の内面と前面板及び後面板
の外面の中山折線を挟んだ部分とに面ファスナが設けられ、
　組立状態では、側面板の両側から保持片の張出部分が折り曲げられ、前面板及び後面板
の外面の中山折線を挟んだ部分に面ファスナで固定されるものとしたのである。
【００１５】
　さらに、防犯性を高めるため、前記上部フレームに周縁形状が対応した天面板を有する
蓋を備え、蓋には、天面板の前端に前フラップが前折線を介して折曲自在に連設され、
　蓋は、天面板の後方部分で上部フレームに揺動自在に取り付けられ、
　組立状態では、蓋が閉じられて、前フラップが前折線を軸として下方へ折り曲げられ、
前フラップの錠受挿通穴から錠受具の錠掛部が突出すると共に、錠受具の座部が前フラッ
プにより覆い隠されるものとしたのである。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明に係る折畳式コンテナでは、前面板及び後面板を下山折線、下谷折線、中山折
線、上谷折線及び上山折線を軸として屏風状に内側へ折り曲げることにより、折畳状態と
するので、組立状態での高さ寸法を、前面板と後面板の間隔である幅寸法よりも大きく設
定して、嵩張る物品を収納することができる。
【００１７】
　そして、このように高さ寸法を大きく設定しても、平置き状態での占有面積が大きくな
ることがなく、コンパクトに折り畳むことができ、不用時には、嵩張らない状態で保管し
ておくことができる。
【００１８】
　また、側面板の両側に取り付けたＬ字型断面の補強部材の迫出片が、前面板及び後面板
の内面に下谷折線の下方から上谷折線の上方へかけて沿うようにすると、組立状態で前面
板及び後面板の折れ曲がりが抑制されて、耐圧強度が確保される。
【００１９】
　さらに、側面板の両側に張り出すように保持片を取り付け、組立状態で保持片の張出部
分を折り曲げて、前面板及び後面板の外面の中山折線を挟んだ部分に固定すると、前面板
及び後面板の膨張を防止することができる。
【００２０】
　そのほか、必要に応じて、上部フレームに天面板を有する蓋を取り付け、組立状態で蓋
を閉じ、蓋の前フラップにより錠受具の座部を覆うようにすると、施錠した状態では、錠
受具の座部を取り外すことができず、防犯性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】この発明の実施形態に係る折畳式コンテナの組立施錠状態を示す斜視図
【図２】同上の組立／折畳過程を示す斜視図
【図３】同上の組立／折畳過程を示す斜視図
【図４】同上の折畳状態を示す斜視図
【図５】図１のＶ－Ｖ線に沿った縦断正面図
【図６】図１のVI－VI線に沿った縦断側面図
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【図７】同上の底盤の展開状態を示す図
【図８】同上の基本部材の展開状態を示す図
【図９】同上の側壁部材の展開状態を示す図
【図１０】同上の蓋の展開状態を示す図
【図１１】特許文献１に記載された折畳式コンテナの（１１Ａ）組立施錠状態を示す斜視
図、（１１Ｂ）同上の組立／折畳過程を示す斜視図
【図１２】従来の折畳式コンテナの（１２Ａ）組立状態を示す斜視図、（１２Ｂ）同上の
組立／折畳過程を示す斜視図
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、この発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
【００２３】
　この折畳式コンテナは、図１に示すように、組立施錠状態で直方体となり、底面を形成
する底盤１、底部で繋がり前面及び後面を形成する基本部材２、両側面を形成する一対の
側壁部材３、天面を形成する蓋４及び四角形枠の上部フレーム５から構成される。なお、
蓋４は、段積み時に最上段より下方となる段に使用する場合、省略すればよい。
【００２４】
　底盤１、基本部材２、側壁部材３及び蓋４は、プラスチック製シートから成り、具体的
には、ポリプロピレン等を材質として多数のリブを有する中空構造のプラスチック段ボー
ルから成るものとする。
【００２５】
　また、高い防犯性を要求される場合には、鋭利な刃物での切込に耐えられるように、ポ
リプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アクリル、ポリカーボネー
ト等のいずれかを材質とする無垢のシートから成るものとしてもよい。そのほか、アルミ
ニウム等の金属板製としてもよい。
【００２６】
　底盤１、基本部材２、側壁部材３及び蓋４のプラスチック製シートの厚さは、折畳式コ
ンテナの大きさや必要な強度に応じて、１ｍｍ～１０ｍｍとする。
【００２７】
　上部フレーム５は、衝撃に対する強度に優れ、靭性の大きいポリエチレン等から成り、
前枠部５１、後枠部５２及び一対の側枠部５３から構成され、上部フレーム５の四隅のコ
ーナー部には、上方へ突出する荷崩防止片５４が設けられている。
【００２８】
　そして、展開状態で図７に示すように、底盤１は、底面板１１の周囲の各端辺にストッ
パ片１２が連設された構成となっており、製造時には、底面板１１からストッパ片１２が
上方へ折り曲げられる。この折り曲げは、ヒートバーで押圧して加熱に伴い軟化した状態
で折り曲げ、徐冷に伴い塑性変形させる熱曲げとされている。
【００２９】
　また、展開状態で図８に示すように、基本部材２は、底敷板２１を挟んで前面板２２及
び後面板２３が連なり、前面板２２及び後面板２３の底敷板２１とは反対側の端辺に、そ
れぞれ接合片２４が連設された構成となっている。
【００３０】
　前面板２２及び後面板２３には、それぞれ底敷板２１との境界から接合片２４との境界
へかけて、下山折線２５ａ、下谷折線２５ｂ、中山折線２５ｃ、上谷折線２５ｄ及び上山
折線２５ｅが均等な間隔で平行に入れられている。
【００３１】
　下山折線２５ａ、中山折線２５ｃ及び上山折線２５ｅは、プラスチック段ボールを表面
側から裏面側へ切り込んだ切込罫線とされ、下谷折線２５ｂ及び上谷折線２５ｄは、プラ
スチック段ボールを裏面側から溶融させてＶ字状の溝を形成した熱罫線とされている。
【００３２】
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　なお、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アクリル、ポリ
カーボネート等の無垢のシートを材料とする場合には、下山折線２５ａ、中山折線２５ｃ
及び上山折線２５ｅは切込罫線ではなく、表面側から溶融させてＶ字状の溝を形成した熱
罫線とすればよい。
【００３３】
　底敷板２１の両側端には、係合切欠２６が形成され、係合切欠２６の奥側の端縁中央部
には、指入凹所２６ａが設けられている。
【００３４】
　なお、係合切欠２６は、側壁部材３の係合片３３が係合して防犯性を高めるものである
が、防犯性を考慮する必要がない場合には、係合切欠２６を省略して、係合片３３が底敷
板２１に当接するようにすればよく、係合片３３も省略して、側壁部材３の側面板３１の
下端が底敷板２１に当接するようにしてもよい。
【００３５】
　このような基本部材２に付帯して、上部フレーム５との接合部を補強するため、接合片
２４とほぼ同一幅で高さが大きい形状の一対の補強板２７が使用される。補強板２７もま
た、基本部材２と同様の材料から成るものとされている。
【００３６】
　また、展開状態で図９に示すように、側壁部材３は、側面板３１の上端辺に接合片３２
が、下端辺に係合片３３がそれぞれ連設された構成となっており、側面板３１に把手穴３
１ａが形成されている。
【００３７】
　側面板３１と接合片３２の境界及び側面板３１と係合片３３の境界には、それぞれ上山
折線３４及び下山折線３５が入れられ、上山折線３４及び下山折線３５は、プラスチック
段ボールを表面側から裏面側へ切り込んだ切込罫線とされている。
【００３８】
　なお、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アクリル、ポリ
カーボネート等の無垢のシートを材料とする場合には、上山折線３４及び下山折線３５は
切込罫線ではなく、表面側から溶融させてＶ字状の溝を形成した熱罫線とすればよい。
【００３９】
　また、展開状態で図１０に示すように、蓋４は、天面板４１の後端辺に接合片４２が、
前端辺に前フラップ４３がそれぞれ連設され、天面板４１の一対の側端辺にガード片４４
が連設された構成となっており、前フラップ４３の中央部には、スロット状の錠受挿通穴
４３ａが穿設されている。
【００４０】
　一対のガード片４４は、天面板４１から熱曲げにより下方へ折り曲げられ、天面板４１
と接合片４２の境界及び天面板４１と前フラップ４３の境界には、それぞれ後折線４５及
び前折線４６が入れられている。後折線４５及び前折線４６は、プラスチック段ボールを
表面側から裏面側へ切り込んだ切込罫線とされている。
【００４１】
　なお、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、アクリル、ポリ
カーボネート等の無垢のシートを材料とする場合には、後折線４５及び前折線４６は切込
罫線ではなく、表面側から溶融させてＶ字状の溝を形成した熱罫線とすればよい。
【００４２】
　上記のような部材を用いて折畳式コンテナを製造する際には、底面板１１の上面に底敷
板２１を重ね合わせて、底盤１に基本部材２を溶着又は接着剤により固着する。
【００４３】
　また、前面板２２及び後面板２３に連なる接合片２４を、それぞれ前枠部５１及び後枠
部５２に補強板２７を挟んで接合することにより、基本部材２を上部フレーム５に取り付
け、一対の側面板３１に連なる接合片３２をそれぞれ一対の側枠部５３に接合することに
より、側壁部材３を上部フレーム５に取り付ける。そして、天面板４１に連なる接合片４
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２を後枠部５２に接合することにより、蓋４を上部フレーム５に取り付ける。
【００４４】
　これらの接合は、金属製リベットや樹脂製リベットによるほか、両面テープやホットメ
ルト接着剤による接着、高温体の押し当てによる熱溶着、超音波振動を与えて摩擦熱によ
り昇温させる超音波溶着等により行えばよい。
【００４５】
　なお、上記工程に先立って、図１に示すように、側面板３１の両側部には、下端部から
上端部に及ぶように、Ｌ字型断面のアングル材である補強部材３６の取付片３６ａを取り
付け、補強部材３６の迫出片３６ｂを取付片３６ａから内側へ直角に迫り出させる。そし
て、側面板３１の把手穴３１ａには、把手ハンドル３７を装着する。
【００４６】
　また、側面板３１の両側の補強部材３６の取付片３６ａには、高さ方向の中央部にポリ
プロピレン、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート等の薄い板材から成る保持片６
０を、留折線６０ａを介して張り出すように取り付ける。
【００４７】
　保持片６０の張出部分の内面と前面板２２及び後面板２３の外面の中山折線２５ｃを挟
んだ部分には、面ファスナ６１ａを取り付ける。保持片６０の補強部材３６への取付部分
の外面と補強部材３６からの張出部分の外面にも、面ファスナ６１ｂを取り付ける。
【００４８】
　留折線６０ａは、保持片６０の表裏から押圧した２本の平行な押罫線とし、一方の留折
線６０ａは、補強部材３６の取付片３６ａと迫出片３６ｂの稜線に一致させ、他方の留折
線６０ａは、一方の留折線６０ａの外側に、前面板２２又は後面板２３の厚さと面ファス
ナ６１ａの厚さを加えた間隔をあけて刻設する。
【００４９】
　また、前枠部５１には、金属製の錠受具５５を取り付ける。錠受具５５は、座部５５ａ
とＵ字状の錠掛部５５ｂとから成るものであり、座部５５ａをねじ止め等により前枠部５
１に固定する。さらに、補強板２７の表面と前フラップ４３の裏面には、錠受挿通穴４３
ａの両側方に位置するように面ファスナ６２を取り付ける。
【００５０】
　このように製造した折畳式コンテナを使用時に組み立てるには、図１、図５及び図６に
示すように、底敷板２１から前面板２２及び後面板２３を下山折線２５ａを軸として直立
させ、一対の側枠部５３からそれぞれ側面板３１を垂下させておく。
【００５１】
　また、側面板３１から下山折線３５を軸として係合片３３を内側へ折り曲げ、係合片３
３と底敷板２１の係合切欠２６とを係合させる。
【００５２】
　この状態において、前面板２２及び後面板２３の内側への屈曲は、側面板３１の両側の
補強部材３６の迫出片３６ｂが、前面板２２及び後面板２３の内面に下谷折線２５ｂの下
方から上谷折線２５ｄの上方へかけて沿うことにより阻止され、前面板２２及び後面板２
３の外側への揺動は、底盤１のストッパ片１２により阻止される。
【００５３】
　また、側面板３１の内側への揺動は、係合片３３と係合切欠２６との係合により阻止さ
れ、側面板３１の外側への揺動は、底盤１のストッパ片１２により阻止される。
【００５４】
　ここで、側面板３１の両側から保持片６０の張出部分を他方の留折線６０ａを軸として
折り曲げ、前面板２２及び後面板２３の外面の中山折線２５ｃを挟んだ部分に面ファスナ
６１ａにより固定すると、前面板２２及び後面板２３の中山折線２５ｃを軸とする外側へ
の膨張が防止され、耐圧強度も向上する。
【００５５】
　そして、宅配物等を収納した後、天面板４１を接合片４２との境界の後折線４５を軸と
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して前方へ折り曲げることにより蓋４を閉じ、前フラップ４３を天面板４１から前折線４
６を軸として下方へ折り曲げ、前フラップ４３を補強板２７に面ファスナ６２で固定し、
錠受挿通穴４３ａから錠受具５５の錠掛部５５ｂを突出させる。
【００５６】
　その後、錠受具５５の錠掛部５５ｂに南京錠等の錠９１のシャックル９１ａを挿通して
施錠し、宅配物や展示物の盗難を防止する。
【００５７】
　このような組立施錠状態では、側面板３１が外側から押されても内側へ揺動せず、側面
を開口させることができない。また、ガード片４４により天面板４１と側枠部５３の隙間
が覆われる。そして、錠受具５５の座部５５ａが前フラップ４３により覆い隠されている
ので、錠受具５５を取り外すことができず、蓋４を開くことができない。
【００５８】
　一方、この折畳式コンテナを不使用時に折り畳んでおく際には、図２に示すように、保
持片６０を、一方の留折線６０ａを軸として折り返した状態で、面ファスナ６１ｂにより
固定して、前面板２２及び後面板２３の内面に引っ掛からないようにしておく。
【００５９】
　そして、蓋４を開けた状態で、指入凹所２６ａに指を入れて係合片３３の端縁に指を掛
け、係合片３３の先端部を引き上げつつ、側面板３１を表面側から内側へ押して、係合片
３３を係合切欠２６から離脱させ、一対の側面板３１を接合片３２との境界の上山折線３
４を軸として内側へ折り曲げることにより順次跳ね上げる。
【００６０】
　次に、図３に示すように、前面板２２及び後面板２３を、下山折線２５ａ、下谷折線２
５ｂ、中山折線２５ｃ、上谷折線２５ｄ及び上山折線２５ｅを軸として屏風状に内側へ折
り曲げる。このとき、外面側では、下山折線２５ａ、中山折線２５ｃ及び上山折線２５ｅ
が凸状に折れ曲がり、下谷折線２５ｂ及び上谷折線２５ｄが凹状に折れ曲がる。
【００６１】
　そして、図４に示すように、底敷板２１に前面板２２及び後面板２３を折り重ね、前面
板２２及び後面板２３に一対の側面板３１を重ねて、これらを底盤１と蓋４の間に挟み込
むと、底盤１と蓋４の平面の大きさの範囲内で偏平化された折畳状態となり、屋内での保
管時に嵩張ることがない。
【００６２】
　このとき、前フラップ４３の錠受挿通穴４３ａから錠受具５５の錠掛部５５ｂを突出さ
せ、錠掛部５５ｂに錠９１のシャックル９１ａを掛けておくと、錠９１の紛失を防止する
ことができる。
【００６３】
　上記のような折畳式コンテナでは、前面板２２及び後面板２３を下山折線２５ａ、下谷
折線２５ｂ、中山折線２５ｃ、上谷折線２５ｄ及び上山折線２５ｅを軸として屏風状に内
側へ折り曲げることにより、折畳状態とするので、図１に示すように、組立状態での高さ
寸法Ｈを、前面板２２と後面板２３の間隔である幅寸法Ｗよりも大きく設定して、嵩張る
物品を収納することができる。
【００６４】
　そして、このように高さ寸法Ｈを大きく設定しても、平置き状態での占有面積が大きく
なることがなく、コンパクトに折り畳むことができる。
【００６５】
　また、底盤１、基本部材２及び側壁部材３をプラスチック段ボールから成るものとした
場合、高さ寸法Ｈが大きくても軽量化することができる。
【００６６】
　さらに、前面板２２及び後面板２３を、切込罫線である下山折線２５ａ、中山折線２５
ｃ及び上山折線２５ｅと、熱罫線である下谷折線２５ｂ及び上谷折線２５ｄの組み合わせ
により折り曲げることとしたので、ヒンジ部材等を別途用いる必要もなく、構造を簡素化
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して、製造コストを低減することができる。
【００６７】
　なお、底盤１、基本部材２、側壁部材３及び蓋４をアルミニウム等の金属板製とした場
合には、可動部分にヒンジ部材が必要となるが、金属板として、強度を考慮しつつ、極力
軽い板材を使用することにより、重量を抑制するとよい。
【符号の説明】
【００６８】
１　底盤
２　基本部材
３　側壁部材
４　蓋
５　上部フレーム
１１　底面板
１２　ストッパ片
２１　底敷板
２２　前面板
２３　後面板
２４　接合片
２５ａ　下山折線
２５ｂ　下谷折線
２５ｃ　中山折線
２５ｄ　上谷折線
２５ｅ　上山折線
２６　係合切欠
２６ａ　指入凹所
２７　補強板
３１　側面板
３１ａ　把手穴
３２　接合片
３３　係合片
３４　上山折線
３５　下山折線
３６　補強部材
３６ａ　取付片
３６ｂ　迫出片
３７　把手ハンドル
４１　天面板
４２　接合片
４３　前フラップ
４３ａ　錠受挿通穴
４４　ガード片
４５　後折線
４６　前折線
５１　前枠部
５２　後枠部
５３　側枠部
５４　荷崩防止片
５５　錠受具
５５ａ　座部
５５ｂ　錠掛部
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６０　保持片
６０ａ　留折線
６１ａ，６１ｂ　面ファスナ
６２　面ファスナ
９１　錠
９１ａ　シャックル
Ｈ　高さ寸法
Ｗ　幅寸法

【図１】 【図２】
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